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平成22年１月27日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・年末における雇用・金融等の相談窓口の対応

実績について

・「みやざき食と農の商談会２０１０」の開催

について

・「緊急保証制度」の保証承諾状況等について

・県内における新規学校卒業予定者の就職内定

の状況について

・平成21年度の企業誘致の状況について

・「オーシャンドーム等に関する提案」に対す

る対応について

・チャイナエアライン「宮崎～台北線」の就航

について

・「宮崎県新技術・新工法展示商談会」の開催

について

・建設業の最近の状況について

・入札の状況（公共三部）について

・総合評価落札方式の試行状況について

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 持 原 道 雄

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 吉 田 親 志

経 営 金 融 課 長 安 田 宏 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策室長 篠 田 良 廣

企業立地推進局次長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 甲 斐 睦 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 河 野 満 洋

県立産業技術専門校長 西 盾 夫

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
岡 村 巌

（ 総 括 ）

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
藤 原 憲 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

用 地 対 策 課 長 服 部 芳 邦

部参事兼技術企画課長 岡 田 健 了

部参事兼工事検査課長 冨 髙 康 夫
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道 路 建 設 課 長 濱 田 良 和

道 路 保 全 課 長 大 寺 重 樹

河 川 課 長 大田原 宣 治

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 東 康 雄

建 築 住 宅 課 長 佐 藤 徳 一

営 繕 課 長 川 﨑 俊一郎

施設保全対策監 上 門 豊 生

高速道対策局次長 河 野 俊 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

○宮原委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への報告事項について説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、お配りしております資料の目次のと

おり、商工観光労働部をめぐる最近の動きとし

まして、年末における雇用・金融等の相談窓口

の対応実績など、７項目につきまして御説明さ

せていただきます。担当課長等より説明いたし

ますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。

○古賀商工政策課長 まず、年末における雇用

・金融等の相談窓口の対応実績について御報告

申し上げます。

資料の１ページでございます。１の相談窓口

の一本化により設置しました総合相談窓口の状

況でございますけれども、期間といたしまして

は、12月26日から12月30日までの５日間にわ

たって相談対応をいたしたところでございま

す。場所につきましては、当部４階会議室で行

いました。相談対応実績でございますけれど

も、表に書いておりますとおり、金融相談が25

件、労働相談が13件、生活保護13件、福祉資

金15件など、切実な相談が寄せられたところで

ございます。

次に、２のヤングＪＯＢサポートみやざきで

ございますが、これにつきましては、今回初め

ての試みといたしまして実施させていただきま

した。相談対応実績といたしましては、来所さ

れた方が28あったということでございます。

総合相談窓口の実績82件とヤングＪＯＢサポ

ートみやざきの28件を合わせまして、合計で110

件の相談対応をいたしたところでございます。

以上でございます。

○吉田商業支援課長 商業支援課でございま

す。私のほうからは、昨日開催いたしました



- 3 -

「みやざき食と農の商談会2010」について御説

明申し上げます。

２ページでございます。目的といたしまして

は、県産品の販路拡大ということでございます

が、昨日の10時から17時まで、シーガイア・ワ

ールドコンベンションセンター「サミット」で

行いました。この事業につきましては、毎年、

県産品商談会というのを開催しておるんですけ

れども、今年度につきましては、県内の金融機

関及び宮崎県食料産業クラスター協議会との共

催ということで開催したものでございまして、

今までとは違いまして、大規模に開催したもの

でございます。

内容としましては、６番でございますが、個

別商談ということで、出展社110社、バイヤー

が65と書いていますが、64社ということで、午

前中、個別の商談を行ったところでございま

す。午後はフリー商談ということで、コンベン

ションセンターの一番広い会場に出展社が自分

のところの商品を展示いたしまして、バイヤー

がそこを回るという形で行いまして、バイヤー

がここでは2,000名と書いていますが、実際に

は1,700名程度来ていただいております。総入場

者としては約2,600名が入場したということで、

我々としては大盛況だったなというふうに思っ

ております。

（３）の併催イベントですが、食と農の関係

で、パネルディスカッションと、料理の鉄人の

陳建一さんをお招きしまして特別講演会を行い

まして、こちらのほうも400席用意していたんで

すけれども、いっぱいになるような状況になっ

ておりました。以上でございます。

○安田経営金融課長 資料の３ページ、緊急保

証制度の保証承諾状況等について御説明を申し

上げます。

１の緊急保証制度の保証承諾状況の（１）の

グラフは、月別の保証承諾額を示したものであ

りますけれども、昨年３月に97億円と、ピーク

を迎えました後、今年度に入りましては、減少

傾向にございました。12月につきましては、22

億円余と、年末の資金需要により、わずかです

が、増加いたしております。（２）は業種別の

保証承諾状況で、平成20年11月から平成21年12

月末までの累計の保証承諾額を示しております

けれども、合計の欄をごらんいただきますと、

累計で4,744件、金額で573億8,300万円となって

おりまして、業種別では建設業並びに卸売・小

売業の利用が高くなっております。

次に、２の信用保証協会全体の保証承諾状況

でありますが、このグラフは、１で説明いたし

ました緊急保証を含めた保証協会全体の保証承

諾状況を年度別に折れ線グラフで示しておりま

す。破線が19年度、細い実線が20年度、太い実

線が21年度であります。20年度を見ていただき

ますと、12月以降、緊急保証制度の急増により

まして、保証承諾額が著しく伸びております。

一方、21年度は、４月、５月が高かったもの

の、少しずつ減少してきております。12月は年

末の資金需要でやや増嵩したものの、その額と

いたしましては、緊急保証制度がまだなかっ

た19年度と同程度となっておりまして、全体と

しては資金需要は弱かったというふうに考えて

おります。このことにつきまして、金融機関等

からは、一つには緊急保証が一巡したことによ

る影響、もう一つは、企業にとりましては、先

行きの不安から、設備投資などの新規の借り入

れではなくて、例えば既存の貸し付けの借りか

えや一本化、あるいは条件変更等によりまし

て、月々の返済を軽くしようという、そういっ

たところが多かったからというふうに伺ってお
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ります。

次に、３の代位弁済の状況でございますが、

今年度12月末現在で358件、金額28億2,700万円

となっておりまして、前年度20年度の同期と比

較しますと、件数では69件、金額では４億8,100

万円の減となっておりますが、依然として厳し

い状況が続いているというふうに考えておりま

す。

なお、１で説明いたしました緊急保証制度に

つきましては、当初、今年度末で終了予定でご

ざいましたけれども、22年度末まで１年間延長

されますとともに、対象業種の拡大も図られた

ところでございます。県といたしましては、今

後とも、これらの国の制度を有効に活用いたし

ますとともに、２月下旬から３月上旬には関係

機関と連携いたしまして、年度末に向けた金融

相談会等も実施することによりまして、中小企

業の資金繰り支援に万全を期してまいりたいと

いうふうに考えております。

経営金融課からは以上であります。

○篠田地域雇用対策室長 県内における新規学

校卒業予定者の就職内定の状況について御説明

いたします。

資料は４ページです。まず、１の高等学校卒

業予定者の就職内定の状況についてです。21

年12月末現在で就職内定者数は2,155名、就職内

定率は74.6％で、前年同期を8.7ポイント下回っ

ています。次に、県内・県外での就職内定状況

ですが、まず県内の就職内定者数は1,151名、就

職内定率は66.3％で、前年同期を9.4ポイント下

回っています。次に、県外の就職内定者数

は1,004名、就職内定率は87.1％で、前年同期

を5.5ポイント下回っています。

次に、２の大学等卒業予定者の就職内定の状

況についてです。まず、大学生ですが、21年12

月末現在で就職内定者数は831名、就職内定率

は56.1％で、前年同期を5.8ポイント下回ってい

ます。次に、短大生ですが、就職内定者数は210

名、就職内定率は48.4％で、前年同期に比べ4.4

ポイント下回っています。次に、高等専門学校

生ですが、就職内定者は111名、就職内定率

は95.7％で、前年同期を1.3ポイント下回ってい

ます。

以上のように内定状況は厳しい状況にありま

すが、ハローワークや県の教育委員会等と連携

を図りながら、一人でも多くの方の就職が内定

するよう努力してまいりたいと思います。

説明は以上です。

○山口企業立地推進局次長 常任委員会資料の

５ページをお開きください。平成21年度の企業

誘致の状況について御説明いたします。

平成21年度の企業誘致につきましては、現時

点で新規立地企業件数14件、最終雇用予定者

数1,377名となっております。

２に、過去５年間の誘致件数を掲載しており

ます。平成17年度が26件、平成18年度が16件、

平成19年度が22件、平成20年度が25件、本年度

が14件で、現時点で合計103件の立地となってお

ります。これに伴います最終雇用予定者数の合

計につきましては、7,750名となっております。

21年度誘致企業の具体的な企業名、業種、立

地市町村等につきましては、３の平成21年度の

誘致企業一覧のとおりでございます。このうち

県外からの新規立地が、①の橋和工業、⑬の宮

崎ウッドペレット、⑭の旭化成ライフサポート

の３件ということになっております。また、□２

のSENKO BUSINESS SUPPORT及び□８ の昭和シェル

ソーラーでございますが、この２つにつきまし

ては、大型案件というふうになっております。

大変厳しい経済状況でございますが、今後と
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も、投資情報の収集に努めまして、市町村と連

携し、積極的な誘致活動を展開いたしまして、

雇用の場の創出に向けて一件でも多くの立地に

努めたいというふうに考えております。

企業立地推進局は以上でございます。

○後沢観光推進課長 オーシャンドーム等に関

する提案に対する対応についてでございます。

資料は６ページでございます。昨年末、フェ

ニックスリゾート社より宮崎市及び県に対しま

して、次のような提案があったところでござい

ます。まず、オーシャンドーム及びトム・ワト

ソンゴルフコースの旧クラブハウスにつきまし

て、宮崎市や県に無償提供を検討する用意もあ

るので、市や県でもその利活用策を検討してほ

しいということ、検討を進めるため、フェニッ

クスリゾート社、宮崎市及び県の三者による検

討チームを立ち上げてほしいという提案でござ

いました。

これに対しまして、宮崎市と県で検討した結

果、２に書いてございます理由から、フェニッ

クス社、宮崎市、県の三者で連携して対応して

いくということにいたしました。その理由につ

きましては、まずオーシャンドーム等は民間施

設ではございますが、その規模、機能を勘案す

ると、利活用されれば、今後、市及び県の観光

振興等に大きく貢献する可能性があり、民間で

の活用も含めて広くその利活用について調査す

ることが適当であると考えられること、市民、

県民にとって有益な利活用策を探るためには、

行政だけでなく県民や民間企業等の知恵も集め

て議論する必要があると考えたということでご

ざいます。

その対応についてですが、まず１つが、

（１）にございますが、オーシャンドーム等利

活用調査チームを設置するというものでござい

ます。民間での利活用も含めまして、広く対象

施設の利活用策について調査を行うため、観光

団体等の民間とフェニックス社、宮崎市、県か

ら成る調査チームを設置するというものでござ

います。調査の性格といたしましては、①に書

いてございますが、宮崎市及び県が無償で提供

を受けるということを前提とするものではな

く、広く利活用策を調査するにとどまるものだ

というふうに整理してございます。②の調査内

容でございますが、施設の用途に加えまして、

そのための改修コスト、維持費や運営費などを

勘案した採算性や、その利活用策を実施・運営

する主体などについて調査するというふうに考

えてございます。

７ページをごらんください。③調査チームの

委員としましては、表としてまとめているとお

りでございます。７名で構成しております。こ

のメンバーで第１回会議を１月18日に開催した

ところでございまして、主に、調査チームの設

置目的、調査目的などについての御説明や、対

象施設の視察などを行ったところでございま

す。

もう一つの取り組みといたしましては、

（２）に書いてございます利活用策等の募集を

行っております。よりよい利活用策を探るた

め、県民などから利活用のアイデアを募るとと

もに、対象施設を利活用した事業展開を行う企

業などの提案を募集しているところでございま

す。募集期間は１月６日から年度内３月31日ま

でということで一応区切っておりますが、ただ

し、この期間以降も、調査チームでの調査が続

いている間は随時応募を受け付けるということ

にしてございます。

現在の応募状況は、資料にお示ししていると

おりでございます。アイデア部門というのが県
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民などからのアイデア募集でございますが、資

料記載のとおりとなってございます。資料では

１月22日現在ですが、１月26日、昨日の夕方段

階での数字ですと、オーシャンドームについ

て155件、旧クラブハウスにつきまして６件、オ

ーシャンプラザについては変わらず、２件とい

うアイデアが寄せられております。②の事業展

開部門が、みずから対象施設を利用した事業展

開を行うという御提案でございますが、こちら

につきましては、現在のところ具体的な応募は

なしという状況でございます。

続きまして、資料８ページ、チャイナエアラ

イン「宮崎―台北線」の就航についてでござい

ます。

去る１月21日に、チャイナエアラインにより

ます台北線の就航が開始されたところでござい

ます。運航スケジュールにつきましては、１に

書いてございますとおり、毎週木曜・日曜の週

２往復となっております。

また、２に記載してございますが、就航記念

訪問団につきましては、宮崎発の初便を利用い

たしまして、知事、中村議長、宮原商工建設常

任委員長、星原日台議連会長を初めといたしま

して、県内関係団体の皆様による訪問団が訪台

したところでございます。チャイナエアライン

や政府関係機関への表敬を実施するとともに、

江上観光交流推進局長ほか民間の観光関係業者

などにより、チャイナエアライン系列の台湾の

主要な旅行会社６社に対しまして、観光誘致セ

ールスを実施したところでございます。今後と

も、定期便を活用しながら、台湾からの観光客

誘致にさらに積極的に取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

説明は以上でございます。

○森工業支援課長 宮崎県新技術・新工法展示

商談会の開催についてでございます。

委員会資料の別冊でお配りしている資料でご

ざいます。この展示商談会の目的でございます

けれども、宮崎県内の企業・研究機関が持つ新

技術・新工法をトヨタ自動車株式会社及び関連

会社へ直接ＰＲする展示商談会を開催すること

によりまして、県内の自動車関連企業の受注拡

大を目指すものでございます。日程は、あす１

月28日から29日にかけまして、２日間で行うこ

とにいたしております。会場は、愛知県豊田市

にございますトヨタ自動車本社の敷地内にござ

いますサプライヤーズセンターでございます。

出展の企業等でございますが、２枚目以降

に、出展企業の一覧、提案テーマを記載してお

りますけれども、全体で37の企業、大学等でご

ざいます。部品、素材・材料、設備、もろもろ

の新技術あるいは新工法、こういったものを提

案することといたしております。来場者数につ

きましては、少なくとも２日間で1,000名以上を

見込んでおりまして、この展示商談会につきま

しては、知事、渡邊部長も出席をいたしまし

て、トヨタ自動車の副社長等に直接、本県の中

小企業の技術力、こういったものについてＰＲ

をすることといたしております。厳しい状況が

続いております県内の自動車関連企業でござい

ますけれども、今回の展示商談会を機に受注拡

大を目指していきたいというふうに考えており

ます。以上でございます。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました

が、報告事項についての質疑はありませんか。

○黒木委員 みやざき食と農の商談会、きのう

私も行かせていただいたんですけれども、出展

社の中には、人の多さに、これまででは初めて

だということで、興奮ぎみの人もいたんですけ

れども、先ほど説明がありましたけれども、こ
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れまでと変わった点というのは、どういうこと

が変わったんでしょうか。出展社の数が変わっ

たのか、後援体制が変わったのか。

○吉田商業支援課長 現在までは、先ほども言

いましたように、平成８年度から県産品商談会

ということで、この資料の中の内容の個別商談

をやっておりまして、８年度から22回やってい

るんですが、その中でバイヤーと出展業者

は、52社と52社が個別商談をやったというのが

一番大きな県産品商談会での実績だったんです

けれども、今回はそれにフリー商談というのも

あわせましたし、併催イベントというのもつけ

まして、宮崎銀行を初め県内の金融機関が共催

ということで入っていただきまして、大規模に

やったということで、この県産品商談会として

は史上最大になったということでございます。

○黒木委員 これまでの実績はどれぐらいあっ

たものでしょうか。今回の予想としては、人は

多かったけれども、どれぐらい予想されるもの

ですか。

○吉田商業支援課長 それは商談の成立という

ことでしょうか。

○黒木委員 そうです。

○吉田商業支援課長 商談の成立数について

は、きのう終わったばかりでどれぐらいになる

かはわかりませんが、非常にいい感触を得たと

いうことで業者さんからは聞いております。商

談成立は、今まで22回やっておりますが、800件

成立しております。商談継続というのが934件と

いう形になっております。

○黒木委員 きのう、出展社の中では、早速、

商談が来たといって喜んでいる人がおりまし

て、その中でもいろんな提案があって、畜産関

係の方の話では、例えば私も２時間ぐらいいた

んですが、全然飽きが来なかったというか、宮

崎県にはこういうものがあるのかということで

初めて知ることが多かったものですから、出展

されている方もそういう声が多くて、こういう

ところは観光化もできるんじゃないかと。例え

ば、川南の「おすず村」が３億数千万円の売り

上げがある。こういうものが常設化というか、

中央にあって、そこをみんな目指そうと、そこ

には一流の商品だけ持っていこうというような

ことで目指せば、高齢者対策になりますし、農

林水産業の振興にもつながるんじゃないか、そ

ういうものができないだろうかとか、施設費は

そんな要らないんじゃないかというか、あそこ

に行って、きのう状況を見て、出展社の中から

いろんな提案とか、そういうものがあったもの

ですから、あれは観光バスでも行きたいような

ところじゃないかなと思うんです。そういった

面で、また違った方向でも発展ができるんじゃ

ないかというふうに感じて、非常に楽しい一日

でした。

就職内定の状況ですけれども、11月末からし

たら、かなり内定率は上がっているんですけれ

ども、卒業時点でどれぐらいの人が就職先が決

まらないものか、大方の予想がつきましたら、

お願いします。

○篠田地域雇用対策室長 これからの企業への

求人開拓の状況によっても違うんですけれど

も、それでも決まらない方が、今のところ、高

校、短大、大学合わせまして440～450名程度に

なるんじゃないかというふうに予測しておりま

す。

○黒木委員 県のほうでいろんな、県庁内の就

職あるいは企業にお願いするとかいう対策をし

ておりますけれども、その状況というのは現在

のところどのようになっておりますでしょう

か。
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○古賀商工政策課長 12月の委員会で御報告さ

せていただきましたけれども、その後、関係す

るところにお願いしたり、もしくは新たに事業

を検討するなどの作業をやっておりまして、今

後、２月議会に具体的な御提案をさせていただ

きたいと思っております。

○黒木委員 いろんなところが採用するのが本

当でしょうし、先にこういうことをやっても問

題かなと思って、いつこういうものを打ち出し

て本当に進めたらいいのかというのが難しいと

思うんですけれども、門出を祝えないという方

が出ないようにひとつ最大限の努力をお願いし

たいというふうに思います。

○徳重委員 商工政策課にお尋ねしたいと思い

ます。12月26日から30日までの５日間という短

い期間でしたが、総合的な相談をされたという

ことです。その中で金融相談は、年末も押し

迫っての５日間、具体的にはどういう相談が何

件ぐらいあったのか、教えてください。

○古賀商工政策課長 申しわけございませんけ

れども、主な内容については報告を受けており

ますけれども、具体的な件数については御容赦

いただきたいんですが、例えば新規の融資を申

し込んだけれども、否決された、新規の融資を

受けるのが困難な状況にある、もしくは低利の

融資制度について知りたいというような相談が

寄せられたということで聞いております。

○徳重委員 そうなりますと、断られた、ある

いは融資の方法がどういうのがあるかという相

談を受けたということですが、25件というのは

かなり大きな数字かと思うんです。融資を受け

られなかったら、そのまま倒産されたのか、そ

こから先はわかりませんが、それを皆さん方の

相談によって乗り切れたかどうか、その辺の見

込みというか、状況というのはわかりません

か。

○安田経営金融課長 商工政策課長の説明の中

でありました、一たん金融機関から断られた案

件については、道筋としては、私どものほうか

ら提案として、いわゆる金融円滑化法での支払

いの猶予をしながら、一方で最終的には事業計

画をつくり直して、新たな金融機関の融資を求

めるために商工会議所等で経営改善計画の策定

を一緒にやって、さらに年が明けてもう一回金

融機関にチャレンジしていこう、そういった取

り組みをしたところでございます。

○徳重委員 恐らく相当苦しまれて、悩まれ

て、年を越せるかということでの相談だったと

思うんです。その後のサポート、年を越してか

らはされたものでしょうか。

○安田経営金融課長 この案件につきまして

は、商工会議所のほうで経営支援チームという

のをつくっておりますけれども、そこで引き続

き対応させていただいている案件でございま

す。

○徳重委員 県もこういう窓口を設けたわけで

すから、担当の商工会議所なりにちゃんとサポ

ートできるように指導していただきたいと思い

ます。

ヤングＪＯＢサポートみやざき、28名の方が

５日間でおいでになったということですが、こ

れはどういうことでしょうか。就労相談という

ことのようですが……。

○篠田地域雇用対策室長 28名の方が来所した

んですが、例えば就職に当たっての履歴書の作

成の仕方、求人情報の提供、今後の就職活動に

ついてどのようにしたらいいかとかいうような

相談がございました。

○徳重委員 この方々の年齢層というのはわか

りますか。
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○篠田地域雇用対策室長 ヤングＪＯＢサポー

トみやざきは40歳未満の方を対象にしているわ

けでございますが、28名の中で特に多かったの

が25歳から29歳が14名ということで、その次

が20歳から24歳が８名、35歳以上が５名、30歳

から34歳が１名という状況になっております。

○徳重委員 わかりました。もう一つお尋ねし

てみたいと思います。企業立地推進局ですが、

誘致件数14件ということですね。過去３年間、

東国原県政になって３年間で数としては少ない

ですね。あと３月までありますから、目標は、

今進んでいるといいますか、どの程度まで件数

を考えていらっしゃいますか。

○山口企業立地推進局次長 本年度が御案内の

とおり14件ということで、昨年度がこの同時期

で19件立地しております。単純に比較はできな

いんですが、やはり不況の影響で投資意欲が

減ったということで、減ってきております。た

だ、今、一生懸命、接触中の企業もございます

ので、できれば目標であります25件に向けて一

件でも近づけていきたいと思っておりますが、

年度内に何件とはっきり申し上げられませんけ

れども、20件は達成したいというふうに今のと

ころは考えているところでございます。

○徳重委員 この企業、14件の中で雇用予定者

の多い情報サービス業の100名、ソーラー関係

の800名ということですが、そういう一極的に

―多いということはいいことなんですけれど

も、宮崎市だけじゃなくて県内全般にどこの市

町村にも雇用が欲しいわけです。そういったこ

とを考えますときに、どこの市町村も人口減状

況の中で、小さい企業でもいいから、10人、20

人でもいいから雇用していただけるような、そ

ういう企業を誘致してほしいなと願うところで

す。ことしは800名という数字も出ているようで

すが、20年度で多かった企業というのは何名が

最高でしょうか。

○山口企業立地推進局次長 昨年は、やはり情

報サービス関係で最終雇用が400名という企業が

ございました。この企業が一番多くなっており

ます。

○坂口委員 商工政策課長、大まかでいいんで

すが、こういった各相談窓口で雇用・景気の一

つの流れの中でどういったぐあいに分析された

のか、現況ですね。そして、もう一つあるんで

すけれども、今後、いよいよ新年度予算に入っ

ていくんですけれども、新たにこういったフォ

ローなり対応が必要だなというようなもの、新

年度に向けての一つの取り組み、新たな考えが

あればそれも含めて……。

○古賀商工政策課長 今回は、企業向けという

よりも生活者向けということに重点を置かせて

いただいたという関係で、個人からの相談とい

うのが結構あったのかなと思っております。例

えば、生活保護、福祉、また求職の関係という

のがございました。我々といたしましては、例

えば生活保護でしたら、宮崎市ですと市役所が

担当しておりますし、労働でしたらハローワー

クがあるということになりますと、今後、こう

いったものとの連携というのをもうちょっと工

夫する必要があるのかなと思います。また、会

場についても、我々としては、緊急に準備した

関係で部内の会議室ということでやったんです

けれども、もっと適当なところがないのかなと

いうのもございます。周知の仕方についてもま

だ検討しなければならないだろうと思っており

ます。個人の生活に重点を置いた相談となりま

すと、果たして商工観光労働部が中心になって

やるのがいいのかどうかというのもございま

す。さまざまな面から検討すると同時に、また
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一般の中小零細企業者に対する支援のあり方、

相談のあり方についても今後いろいろ検討して

いきたいと思っております。今年から来年度に

かけての課題だと思っております。

○坂口委員 特に、庁議なんかのときに各部局

との情報のフィードバック、そこらに立った上

でのものが必要かなと、これは感想です。

次に、これはちょっと記憶違いだったらなん

ですけれども、例えば高卒者が、前回の資料の

ときは2,916名のうち内定者1,586名、54.4％

で、今回28名ぐらい求職者が減っていると思う

んです。記憶違いかもわからんですけれども、

そうなると28名というのがひょっとして進学へ

考え方を切りかえたのか、それともさらに深刻

で、学校をやめてしまったのか、そこらのとこ

ろはどんな状況なんですか。

○篠田地域雇用対策室長 委員がおっしゃいま

すように、就職がなかなか厳しいということ

で、例えば専門学校等あるいは大学への進路変

更をとった者がいるというふうに聞いておりま

す。

○坂口委員 心配したのが、家庭の事情で学校

をやめていく子とか、定時制、通信制にかわっ

ていく子が出てきていると聞いたものですか

ら、28というと、ちょっと大きいなと思いまし

た。

次に、観光推進課のオーシャンドームとクラ

ブハウス利活用に関して、これはリップルウッ

ド社の所有じゃなかったかと思うんですけれど

も、所有はどうなっているんですか。

○後沢観光推進課長 現在もリップルウッド社

がオーナーとしております。

○坂口委員 そこがこれに加わっていなくて、

無償提供とか、そういったものを全部こちらの

判断でやっていけるものかどうか、そこらは気

がかりなんですけど。

○後沢観光推進課長 所有者という意味では、

フェニックス社が所有者で、株主がリップル

ウッド社ということになります。所有者である

フェニックス社は今回のチームにメンバーとし

て加わっております。

○坂口委員 そうすると、リップルウッド社と

いうものはここに全く影響力はないと考えて、

この中の相談でいけるということになるんです

か。

○後沢観光推進課長 フェニックス社とリップ

ルウッド社というのは、当然、社の運営とか、

そういうことについては連絡をとり合うという

関係にありますので、無関係ということではあ

りませんけれども、我々としては、フェニック

ス社をメンバーに加えて議論することでリップ

ルウッド社も含めた向こうの意思を確認しなが

ら議論が進むというふうに考えております。

○坂口委員 まだこれから先のことで全然わか

らない、あらゆる可能性を模索しているさなか

なんだけど、一つには、あれが競売だったんで

すか、そのときにオーシャンドームとか、ああ

いったものは負の価値としての最終的には120億

なりの競売価格だったと思うんです。その中で

固定資産税とか、そういった税のたぐいという

のが当然上がってきていると思うんです。県の

判断としては、その税がどうなるのか、仮に無

償提供で公共の用なんていうことになれば、そ

こらがどうなるのかとか、そういった総合的な

判断から今後やっていかないと、ただ、その上

で宮崎の経済なり観光なり雇用に貢献させる、

しかしながら、あくまでも税が負のものとして

あのとき120億ということでの購入価格が決まっ

たということは念頭に置いておかないと、今の

部分だけではいけないような気がするんです。
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ずっと県が最初から関与してきているからです

ね。今後どう展開していくのかわからないけれ

ども、そこのところをぜひ念頭に置きながら

の、県は県としての立場での協議に参加してほ

しいということ、これは要望です。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。

ほかにございませんか。

○井上委員 関連して、オーシャンドーム等に

関する提案についての対応について教えていた

だきたいんですが、現実に県に提案があって、

宮崎市と県とで検討した結果がこれであるとい

うことなんですけれども、宮崎市のかかわり方

は県と、この委員会の中では対等の立場でと

いったらおかしいんですけれども、いろんな意

味で対等に出てきてこられているということで

理解してよろしいんですか。

○後沢観光推進課長 おっしゃるとおりでござ

いまして、市と県と対等という言い方が適当か

はわかりませんけれども、同じ議論のテーブル

に着いて話をしているところです。

○井上委員 オーシャンドームに関しての観光

的な価値も高いというふうなことですけれど

も、宮崎市と宮崎県はオーシャンドームに関し

てどういう評価なんですか。今回の提案があっ

たことに対する評価というか、これは県の観光

振興等に大きく貢献する可能性があるというふ

うな書き方ですけれども、非常に漠としたもの

ですけれども、具体的にはどのように考えてお

られるんですか。

○後沢観光推進課長 具体的な話は調査チーム

の議論や調査によるところもありますけれど

も、市としましても、県としましても、まずは

こういう提案がされたことについては、やや驚

きを持って受けとめているとは言いつつ、どっ

ちが縦か横かわかりませんが、300掛ける100の

あれだけ大きな施設が今いわば遊休施設として

あるので、あれをうまく利活用することができ

れば、集客を図れるだけのキャパシティーを持

つ施設に生まれ変わることもあり得るんじゃな

いのか、そのポテンシャルは十分に持っている

んじゃないのかということで、今回の調査チー

ムの設立などの対応をとるというふうに決めた

ところです。

○井上委員 財政的な持ち出しが宮崎市も宮崎

県も可能性として出てくることも予想はされて

いる、宮崎市と県が話したときにはそのことも

議論の中に入っていたというふうに理解してよ

ろしいんですか。

○後沢観光推進課長 まず、この調査チーム自

体は、資料の中にも書き込んでおりますけれど

も、無償で提供を受けるとか、市や県が何らか

の出資というか、財政的な負担をして何かをや

るということを前提にするのではなくて、それ

は結果として100％否定できるものではないんで

しょうけれども、まずは市民や県民にとってあ

の施設をどう利活用するのが一番いいのかとい

う調査をしましょうということで今回の対応を

とることにしております。市と協議する中で将

来的にそういうことが議論になる可能性はある

ということは当然認識はしております。

○井上委員 非常に微妙な内容ではあるんで

す。ただ単に企画的なものを提案するだけで終

わるのか、それともその後どう県と宮崎市がか

かわっていくのかという点でいうと、この議論

というのはなかなか微妙な内容を含んでいると

思うんです。営利を目的としなければならない

施設であることについては現実にそうであるわ

けですから、無償貸与されたからといって、そ

こにどのような形で手を入れていくのかという
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ことについては、ある程度行政という立場でど

のようなかかわり方をするのかということにつ

いては、宮崎市と宮崎県はもっと真剣な議論を

していただく必要―これからのことも含めて

単に企画だけではないわけですから、そのよう

な決意も持ってかかわらなければならないとい

う課題ではないかなというふうに思うんです

が、それはあると認識してよろしいんですね。

○渡邊商工観光労働部長 先ほど課長が説明し

ましたが、今回の調査チームの役割というの

は、先ほど資料６ページで御説明しましたが、

この調査チームは、民間の団体も入っていま

す。フェニックス社も入っています。したがい

まして、チームとしての役割というのは、どう

いう利活用策があるのか、そういう利活用策を

とるとすればどういう経費が必要なのか、ある

いは維持管理はどうなのか、運営主体はどうい

う形があるのか、その調査にとどまる、あくま

でもこの調査チームはとどまるということでご

ざいます。今、井上委員がおっしゃった件につ

きましては、そういう利活用策があるとして、

それを行政がやるのかやらんのかというのは別

途の判断でございまして、これは県あるいは宮

崎市として、井上委員がいみじくもおっしゃっ

たように、別途の判断だろうと。調査チームに

ついてはその役割は課していない。我々としま

しては、あくまでも調査チームは客観的に出そ

うと。それを受けて行政側が何か利活用すると

いうことであれば、これは別途、県、市ともに

一つの行政判断が必要であるし、そこについて

は財政支出も伴うかもしれない。そうなります

と、県議会のほうにも御相談し、動いていかな

きゃいけないという形になりますので、今回は

とりあえず、調査チームとしてはその役割にと

どまると。そして次のステップがあるかもしれ

ませんが、どういう形が調査として出てくるの

か、それはその後の問題だろうと我々は思って

います。いずれにしても、調査チームは早目に

結論を出していこうと。あの施設がずっと今の

ような状態であるというのは、だれが見ても好

ましくないわけでございますので、そういう意

味でもチームの結論というのは、報告というの

は早目に出していこうという考えでございま

す。

○井上委員 先ほど坂口委員からも言われまし

たけれども、もともとのオーナーであるところ

はどうかかわるのかということとか余り明確で

はないんです。例えば、宮崎市、宮崎県のかか

わり方いかんによっては、事業展開部門という

ところで手を挙げる可能性だってあり得るわけ

ですね。これは先のことなのでわからないとい

うところなんですけれども、非常に微妙な問題

を含んだ上でのこういう議論が、単なる夢とい

うか、提案だけで終わるものなのか、そういう

点では微妙な内容を含んでいるなと。ここで結

論的なことは申し上げられませんが、やはり慎

重なところは慎重に議論していただきたいとい

うことだけ要望しておきたいと思います。

それから、同じようなことですが、商工政策

課の総合相談窓口なんですけれども、いみじく

も課長が場所の問題とかいろんなことをおっ

しゃいましたけれども、ワンストップでのこう

いう相談窓口というのは、私は非常に評価して

おりますので、将来的にわたってもそうですけ

れども、いろんな方法を庁内で模索していただ

きたい。このことについても要望しておきたい

というふうに思います。もっと工夫があっても

いいのではないかというのは、見ただけで思い

ますので、その辺はやっていただければという

ふうに思います。



- 13 -

もう一つ、企業立地の関係のことで教えてい

ただきたいんですが、出ているのが過去５年間

の数値ですが、今回もこういう状況の中で14件

の企業を立地したということについては非常に

評価しておりますので、そこは大前提としてお

考えいただきたいと思います。ただ、17年、18

年、19年、20年、21年と５年間のことが入って

いるんですが、あくまでもトータルで出ている

雇用人数というのは最終の予定者なんですね。

私どもは、17年に企業立地されたところが、予

定はこうだけれども、現在はどうなっているの

かということとかが知りたいわけです。実数と

してどのような雇用の状況になっているのかと

いうこと、来ていただいた企業の状況はどうな

のかということとか、そのことが知りたいわけ

です。現実に8,000人近い方たちの雇用が確保で

きたというふうになると、これはいけている

じゃないかという話になるわけですが、実数が

知りたいわけです。現実に企業立地したけれど

も、今現在は17年に来た企業は大体これほどの

雇用があってということが、現在企業は何件

残っていただいていることも含めて、そのよう

なことが知りたいんです。そこについての追い

かけるというか、実数をきちんとつかんでおく

ということについての状況というのはどうなっ

ているのか、17年、18年、19年、20年、21年の

実数を教えていただきたいと思います。

○山口企業立地推進局次長 実際の雇用実績と

いうことのお問い合わせでございますが、既誘

致企業につきましては、年に１回、アンケート

調査というものをかけておりまして、その際

に、今、雇用者は何名ということで把握させて

いただいております。ただ、アンケートですの

で、今現在、継続している企業が348社ほどござ

いますが、全社が回答というわけにはまいりま

せんけれども、これは昨年のアンケートの結果

でございますが、11年度から20年度までの10年

間ということで見てみますと、誘致した企業

が177件になっております。最終雇用予定者数と

しては１万1,103名、アンケートに99社がお答え

いただいておりますが、その99社の最終雇用予

定者数と雇用実績を見てみますと、おおむね84

％、ここに出ております最終雇用予定者数の84

％程度は雇用されているというふうにアンケー

ト上は出ております。

具体的に各年度ごとにということでございま

すけれども、この辺につきましては、既に立地

していただいている企業の皆さんに対しては、

フォローアップということで年に１回、企業の

状況等をお伺いするようにやっております。そ

の中で雇用の実態ということもお伺いしている

わけでございますが、11年度から21年度までの

詳細を全部把握しておりませんが、ちなみに21

年度につきましては、現在のところ、準備段階

の企業もございまして、実際に雇用していただ

いているのが５社でございます。５社で92名と

いうことになっております。20年度でございま

すけれども、25社のうち23社で既に雇用いただ

いております。20年度は1,239名でございます

が、実際に雇用していただいているのが942名

で、おおむね76％程度、20年度立地企業につい

てはそういう数字が出ております。19年度

は、22社立地いたしておりますが、20社で雇用

していただいておりまして、最終雇用予定者

数1,174名に対して650名ということで把握して

おります。その前の17年、18年等々につきまし

ては、昨年末に改めてアンケートをしておりま

すので、その詳細につきましては、改めて細か

く分析して、機会を見てまた御報告差し上げた

いと思います。
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○井上委員 今御報告いただいたとおり、20年

度までで84％の雇用があるというふうに言って

いただくと、少しは安心なんですが、誘致企業

に関して言えば、地場企業よりも、最初こちら

に来ていただくときに宮崎県としても予算をき

ちんと出させていただいているということもあ

りますので、やはり最終的な雇用目的は達して

いただけるように、できるだけ後追いという

か、フォローアップというのも大切ですし、そ

こについては経営の継続と雇用の継続というの

をできるだけ丁寧に見守っていただきたいし、

そこについてもきちんと県のほうも把握―ア

ンケートだけでいいのかどうか、よくわかりま

せんが、その辺はもう少し丁寧でもいいのでは

ないかというふうに現実には思います。ずっと

根づいていただきたい、ここに税金も払ってい

ただきたい、雇用もやっていただきたい、これ

が目的ですので、そこについては、アンケート

だけで本当にいいのかどうか、しっかりと後追

いをしていただけるといいなと思っておりま

す。

○山口企業立地推進局次長 委員のおっしゃる

とおりでございますので、21年度から、アンケ

ートだけということでございましたが、フォロ

ーアップ、これは15年度からやっておったんで

すけれども、それを体制強化いたしまして、で

きれば、誘致して残って継続していただいてい

る全企業を１年に１回は回って、委員がおっ

しゃったような中身について十分に調査をした

いということで進めております。そういうこと

で努力していきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

○井上委員 最後ですが、観光推進課のチャイ

ナエアラインの関係ですけれども、これについ

ては期待するもの大なんですけれども、このこ

とについて、ずっと飛ばし続けていくための方

策というか、今後の取り組みというのは何かあ

るのか、そこをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○後沢観光推進課長 定期便を末永く続けてい

くためには、こちらからお客さんを送るのと台

湾から来ていただく、双方向の交流が必要だと

考えております。観光推進課としての立場でお

答えすれば、台北、さらには今回、東南アジア

ですとか他地域からの乗り継ぎでお客さんを宮

崎のほうに呼んでくるというのもやりやすいダ

イヤを組んでいただいておりますので、そうい

うことも視野に入れながら、まずは台湾のお客

さんにどれだけ来ていただくかということを引

き続き頑張っていくことになると思います。今

後どういう支援が必要かということについて

は、中華航空や系列のエージェントなどと話を

しながら効果的な方法を探っていきたいと思っ

ておりますが、近年、台湾ではゴルフ人口がふ

えてきたという話でもありますので、例えばゴ

ルフは本県の強みでもありますので、そういう

ものを商品化できないか、まだ実験段階です

が、向こうでサイクリングがはやっていて、既

にやや実験的な形でお客さんを送っていただく

ということもやり始めていますので、そういう

ものがうまくいけば定着させられるんじゃない

か、そういうふうに考えております。

○井上委員 こっちの集客、私ども側のほうの

集客についての努力はどのようになっています

か。

○後沢観光推進課長 こちらからお客さんを送

るということも当然大事になりますので、県

内、さらには南九州一帯、この定期便が九州で

は福岡と宮崎だけでしか就航しておりませんの

で、特に南九州の玄関口という位置づけになる
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と思います。来ていただく方に南九州周遊とい

うのを提案するのもそうなんですが、鹿児島や

熊本などの南九州のお客さんにもこの定期便を

認知していただいて、送り出すということが大

事になってくるかというふうに考えておりま

す。

○野辺委員 緊急保証制度でお尋ねしてみたい

んですが、保証承諾がだんだん減ってきている

というのはいい傾向だと思うんですが、その１

割近くが代位弁済を受けているということです

ね。代位弁済を受けたというのは、ほとんどが

倒産したという形になるんでしょうか。

○安田経営金融課長 まず、一番下の代位弁済

については、２にあります保証協会全体の保証

に対して代位弁済がこれだけありましたという

ことですので、必ずしも緊急保証の代位弁済と

いうわけではありません。代位弁済が発生した

ということで即倒産かというと、必ずしもそう

ではなくて、場合によっては、支払いが滞る中

で金融機関のほうで判断して、これは代位弁済

で、その後の回収については保証協会のほうが

ということもありますので、これが必ずしもす

べて倒産というわけではなくて、実際に代位弁

済が発生しましても、その後も営業を続けてい

らっしゃる事業者というのはございます。

○野辺委員 どれぐらいの倒産率かわかりませ

んが、いずれにしても、いろんなサポートの仕

方があると思うんですが、雇用対策をいろいろ

進めても、一方で倒産して失業者が出てくると

いうのは非常に問題ですから、こういう代位弁

済を受けた企業等に対するサポート策というの

はどう考えていらっしゃるんですか。

○安田経営金融課長 代位弁済が発生した場合

については、一義的には保証協会でその後の対

応等を指導していくということになるんです

が、一方で大事なことは、代位弁済を発生させ

ないといいますか、何とかうまいぐあいに資金

繰りをしながら代位弁済を発生させない、特に

昨年末、12月から金融円滑化法も施行されまし

たことも踏まえますと、しっかりと金融機関あ

るいは商工会議所あたりでその辺の資金繰りの

指導あるいは経営計画の見直し等をして、何と

かその間、資金繰りが引き続き続けられるよう

な指導を重点的にやっていきたいということ

で、先ほど説明の中でもありましたけれども、

年度末が資金需要のピークになりますので、そ

れに向けてはまた改めて金融機関あるいは商工

団体等と連携して、金融相談等にも取り組んで

いきたいというふうに考えております。

○野辺委員 私が聞きたいのは、緊急保証承諾

しただけの代位弁済ではないということで、そ

れはそれでいいんですが、件数として21年度

の358件、結構大きいと思うんです。それに対し

てのフォローはどう考えていらっしゃるんです

か。

○安田経営金融課長 代位弁済が発生した企業

については、再建をどうするかということ、特

に代位弁済が発生しながら、その後も経営を続

けていくということについては、まずは、保証

協会に経営支援室という組織を置いていますの

で、その中で取り扱いについて指導していくと

いうようなことで考えて対応いたしておりま

す。

○星原委員 工業支援課長にお伺いしたいんで

すが、説明いただきました新技術・新工法展示

商談会ということで、トヨタ自動車を相手に出

展者が37、あるいは出展内容としていろんな関

係の技術の企業を連れて行かれるということな

んですが、これまでにこういう形での商談会の

開催というのはやってきているんですか。
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○森工業支援課長 このような形での商談会は

初めてでございます。

○星原委員 先ほど来、企業誘致あるいは雇

用、いろんな問題を考えますと、深刻な状況で

すね。そういう中で、県内の持っている技術と

か、いろんな素材を生かして、こういうところ

が大手の企業との取引ができることで雇用とか

そういう面も大きくなってくると思うんです。

今回初めて聞いて、今初めてということなんで

すが、これまでなぜなかったのかなというのが

一つ疑問と、今回、トヨタ自動車ですが、自動

車関連でいきますと、日産、スズキ、マツダ、

いろんなほかの企業もありますね。そういうと

ころあたりに対してのアプローチとか、こうい

う形のことを考えておられるのか、今なされて

いるのかわかりませんが、その辺のことについ

てはどう思われているんですか。

○森工業支援課長 商談会につきましては、例

えばこういう部品をつくっていただけないかと

いうふうなことでの商談会をずっと開催してま

いりました。ダイハツとかあるいは日産、そう

いったところの商談会もやってきたわけですけ

れども、ただ、それだけでは、委員がおっ

しゃったような、もっと広がりのあるような商

談会といいますか、本県の中小企業の力が認め

てもらえるような機会がないということで、こ

れはトヨタ自動車のほうがもともと、地方の小

さな企業もいろんな、きらりと光るような技術

を持っているんじゃないかということで、平

成14年から始めた事業でございまして、これま

でに23回開催されております。九州では佐賀県

だけがこれに参加しておりましたけれども、20

年７月に知事がトヨタの社長と対談した際に、

ぜひ宮崎県も商談会をやったらどうかというこ

とで今回開催するものでございます。私ども、

今回、部品をつくってくれという商談会と違い

まして、宮崎県が持っている中小企業をどうい

うふうにＰＲしていけばいいのか、そこのとこ

ろ非常に苦労いたしまして、中小企業の方とい

ろいろ協議を進めながら、こういったテーマで

提案したらいいんじゃないかということで今回

こぎつけたところでございまして、私ども今

回、あしたから始まる商談会に期待と不安を

持って臨もうとしているところでございます。

○星原委員 こういう商談会、きのうですか、

みやざき食と農の商談会、47都道府県それぞれ

が自分のところの持っている素材だとか技術だ

とか、いろんなものをやりながら、これまで企

業にアプローチしてきていると思うんです。こ

ういう話を聞きますと、これまで事業支援とか

補助金を出したりとか、いろいろやっていると

思うんですけれども、相手が望むものをどう判

断して、宮崎でそういう技術ができないのかで

きるのか、企業名が上がっているわけですが、

そういうところにも今までも取り組まれている

とは思うんですけれども、一つ一つに地道に、

こういう企業を呼んでくるためには、金型なら

金型の企業を育成しなくちゃいけないとか、い

ろいろあると思うんですが、そういうものにあ

わせながら、企業誘致と地元の持っているノウ

ハウとのマッチング、その辺についての研究が

なされていかないと、ただ企業に来てください

とか、一方ではそういう形の企業は下請とかい

ろんな関連企業がないので無理だとか、いろん

なことがあるんじゃないかと思うんです。誘致

する企業はどういった企業を連れてくるか、そ

のためには宮崎県内に素材なりあるいは技術な

り、そういったものがあるかどうか、そういう

ものを常に思いながら、企業側の希望と、逆に

言えば、こっちからこういうものがありますよ
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と持っていってのＰＲの部分と、両方あると思

うんです。その辺の取り組みが、県あるいは市

町村、民間、そういう連携のとり方、工業クラ

ブとかいろいろあったり、されていると思うん

ですけれども、そういう流れのところの人たち

との連携のとり方、一緒になって宮崎を売り込

んでいく、あるいは宮崎にある技術を提供して

いく、そういうことはやられているとは思うん

ですが、その辺の取り組みの中身をもう少し詳

しく説明いただくとありがたいんですが。

○森工業支援課長 今、委員おっしゃったよう

な視点、非常に大事な点だというふうに思って

おります。そういうことも踏まえまして、例え

ば私どもといたしましては、昭和シェルソーラ

ーが今回立地したわけでございますけれども、

ただ立地してきて、県内の中小企業にどうぞ昭

和シェルソーラーと取引してください、これで

はなかなか進まないということで、太陽電池関

係の産学官による協議会というものを立ち上げ

まして、その中で太陽電池関係に参入する分科

会、研究開発の分科会、人材育成の分科会とい

うふうな取り組みを昨年の秋から始めたところ

でございます。既に、人材育成につきまして

は、宮崎大学と連携いたしまして、国の事業も

取り入れまして、昭和シェルソーラーのほうか

らも講師として来ていただきまして、太陽電池

関係の人材育成を図っているところでございま

して、地元の大学の卒業生を、できましたら先

々、昭和シェルソーラーのほうに採用していた

だきたい、そういうことも今やっております。

それから、あわせまして、昭和シェルソーラー

はまだ第３工場ができておりませんけれども、

どういった分野で地元の企業が参入できるのか

ということも今、分科会の中でいろいろ研究し

ておりますし、近々、県内の中小企業が持って

おります技術を昭和シェルソーラーのほうに紹

介するポスターセッション、こういったものも

企画中でございます。そうやって県内の中小企

業も力をつけることによって、あわせて宮崎県

には太陽電池関連のいろんな中小企業がいっぱ

いいるんだな、力のある企業がいるんだなとい

うふうな状況ができれば、また新たな太陽電池

関連の企業が進出しやすくなるんではないかと

いうことで、今そういう取り組みを進めている

ところでございます。

○星原委員 ぜひ、あしたあさっての商談会が

うまくいけばいいなというのと、特に新卒者の

内定の決まらない人が400名から450名ぐらいに

なるんじゃないかという想定がありますね。そ

うしますと、日本の景気が急に好転することは

ないわけで、また来年の卒業者もかなり厳しい

状況に入っていくんじゃないかなというふうに

思いますので、いろんなところにアンテナを立

てていただいて、宮崎の持っている企業が技術

を売っていくことで雇用もまた拡大していくよ

うなことにぜひ努力をしていただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いしておきま

す。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 ないようですので、それでは、

以上をもって商工観光労働部を終了いたしま

す。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時19分休憩
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午前11時23分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への報告事項について説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○山田県土整備部長 県土整備部でございま

す。商工建設常任委員会の皆様には、かねてか

ら県土整備行政の推進につきまして、格段の御

指導、御協力をいただいておりまして、厚く御

礼を申し上げます。

御説明に入らせていただきます前に、一言お

礼を申し上げます。去る12月24日に串間市で開

催しました国道448号名谷バイパス開通式におき

ましては、宮原委員長、野辺委員に御出席を賜

りました。改めて厚く御礼を申し上げます。

次に、東九州自動車道の整備状況につきまし

て御報告を申し上げます。西日本高速道路株式

会社で事業が進められております東九州自動車

道門川―西都間の供用時期につきまして、先

日、西日本高速道路株式会社から、平成22年度

半ばに予定しておりました高鍋―西都間をこと

しのお盆までに、また平成22年度末に予定して

おりました門川―日向間は年内に、それぞれ前

倒しで供用を早めるように努力しますという旨

の説明があったところでございます。県といた

しましては、用地取得を初めとして最大限の支

援を行いまして、早期整備に向けて全力で取り

組んでまいりたいと存じますので、今後も、委

員会を初め県議会の皆様の一層の御支援、御協

力をお願い申し上げます。

それでは、本日の説明事項でございますが、

３点ございます。建設業の最近の状況及び入札

の状況について管理課長から、３点目の総合評

価落札方式の試行状況について技術企画課長か

ら、それぞれ説明をさせますので、よろしくお

願いいたします。以上でございます。

○成合管理課長 管理課でございます。それで

は、私のほうからお手元の常任委員会資料によ

り御説明いたします。

委員会資料の１ページをお開きください。建

設業の最近の状況について御説明いたします。

まず、１の倒産状況についてでございます。

民間調査機関による本県の負債総額1,000万以上

の倒産件数を表のほうでお示ししております。

平成21年度４月から12月までの倒産件数は、全

産業で56件、うち建設業が27件となっておりま

す。これを前年同期比で比較しますと、60％と

いうことになっておりまして、減少をしており

ます。しかしながら、全産業に占める建設業の

倒産割合は48.2％となっておりまして、依然と

して５割に近い状況が続いております。建設業

は極めて厳しい経営環境になっているというこ

とでございます。次の表は、建設業の倒産件数

の推移をグラフであらわしております。点線が

平成20年度、実線が平成21年度の推移でござい

ます。グラフでおわかりのように、昨年の７月

までは、前年と同様の倒産件数の推移でござい

ましたけれども、８月以降から前年度を下回る

件数となっております。なお、この倒産件数に

つきましては、全産業含めまして全国的にも同

様の傾向となっております。

次に、２の代位弁済の状況でございます。宮

崎県信用保証協会の代位弁済の件数と金額を年

度別に表にしております。平成21年度４月か

ら12月までの全業種及び建設業の代位弁済の件

数、金額をお示ししております。前年同期比で

は減少傾向となっております。しかしながら、

倒産と同様に、平成18年度と比較いたします
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と、件数、金額ともに高い水準となっておりま

す。同じく厳しい状況を示しております。その

下の表でございますが、平成20年度、21年度の

建設業における月別の代位弁済件数をグラフで

あらわしております。建設業の代位弁済は、７

月までは前年度とほぼ同様の傾向でございまし

たが、８月には前年度を上回っておりますけれ

ども、９月以降、倒産件数と同様に前年を下回

る状況となっております。20年度は、特に後半

に原油あるいは原材料価格の高騰などがござい

まして、経営環境が厳しく、代位弁済が高水準

で推移したものでございまして、ことしの状況

はその反動減ということで考えております。

次に、２ページをごらんください。入札の状

況について御説明いたします。

まず、１の平成21年度第３・四半期、昨年４

月から12月の建設工事の発注状況でございま

す。発注件数は1,468件、昨年度が同期で1,321

件でございましたけれども、若干増になってお

ります。落札率でございますが、平成21年度12

月現在の速報値88.4％となっております。20年

度の年間の落札率と比較しますと、4.3ポイント

の上昇ということになっております。これは昨

年４月からの最低制限価格の引き上げなどが影

響しているものと考えております。

次に、２の土木一式工事における入札状況に

ついて御説明いたします。建設工事につきまし

ては、土木一式工事、建築一式工事、とび・土

工、舗装など、各種ございますけれども、一番

ボリュームの大きい、わかりやすい土木一式で

過去の発注、入札・応札状況と比較しておりま

す。まず、18年度と20年度、21年度の12月まで

の土木一式工事の契約件数、金額、入札参加状

況等を表のほうでお示ししております。な

お、18年度をお示ししておりますのは、18年度

は一部一般競争入札を導入しておりましたけれ

ども、ほとんどが指名競争入札の実施でござい

ましたので、入札制度改革後の状況と比較する

ために18年度の状況と比較しております。

18年度と20年度が年間分となっておりますの

で、同時期で比較した表で説明させていただき

ます。まず、18年度は、契約件数、契約額を見

ていただくとおわかりのように、契約額が約328

億円ということで、17年度に大きな災害がござ

いまして、たまたま事業量がかなり増加してお

ります。そういったことで20年度、21年度の12

月比で単純には比較できないところでございま

すけれども、入札参加者数を見ていただきます

と、18年度が1,247者の参加がございました。こ

れに対して20年度は890者、21年度は777者と

なっておりまして、大きく参加者数が減少して

いるところでございます。これは発注額の減

少、あるいは入札改革による影響によりまし

て、県工事への参加を見合わせているというこ

とだと考えております。特に、下位ランクの業

者に減少が見られるところでございます。この

入札参加者のうち、当該年度に受注が１件もな

い者をお示ししております。受注なしの欄でご

ざいますけれども、12月末現在であります

が、21年度が313者、その比率は入札参加者で

割っておりますが、40.3％となっております。

入札参加者の減少により受注率は若干高くなっ

ているという現象が起きております。また、落

札者の状況を詳細に分析しましたところ、18年

度との比較では、入札制度改革後の20年度には

事業量の削減により発注件数が大幅に減少する

中で、複数件数を受注する業者が増加したこ

と、一般競争の拡大により、受注できる者とで

きない者の差が生じているという結果が出てお

ります。なお、21年度は、先ほど御説明いたし
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ましたように、昨年の１月に創設しました地域

企業育成型の活用、あるいは総合評価方式の評

価項目にその年度内の受注実績を加えましたこ

とにより、この差が若干改善しているという状

況でございます。

管理課の説明は以上でございます。

○岡田技術企画課長 技術企画課でございま

す。資料は３ページでございます。総合評価落

札方式の試行状況について御説明いたします。

データは昨年12月末までに契約が済んだ工事

でございます。まず、試行件数についてであり

ますが、①の表をごらんください。県土整備部

では簡易型を９件、特別簡易型を339件、地域企

業育成型を187件試行しております。合計の件数

は535件となっております。農政水産部の試行件

数は114件、環境森林部は60件となっており、公

共三部合計で709件の試行を行っております。参

考として昨年度の実績を欄外にお示ししており

ますが、既に昨年度の実績を上回る件数となっ

ております。②の表は、県土整備部の業種ごと

の試行件数の一覧であります。上段は条件付一

般競争入札による工事件数で、合計1,082件の工

事のうち約半数に当たる535件で総合評価落札方

式を適用しております。業種別では、土木一式

工事で335件、舗装工事で143件の工事において

総合評価落札方式を適用しております。適用の

割合が比較的高くなっております。

次に、開札結果について御説明いたします。

①の表は、県土整備部で実施したすべての総合

評価落札方式の開札結果を取りまとめたもので

あります。535件の入札において平均応札者

は12.4者、逆転の割合は43.6％、落札率は88.2

％となっており、昨年度実績と比較しますと、

最低制限価格の見直しにより落札率が4.7ポイン

トほど高くなっているのがあらわれておりま

す。②の表は、全業種の中から土木一式工事を

抜き出して結果をまとめたものであります。土

木一式工事とは、道路、河川、砂防などの一般

的な工事を指しております。335件の入札におい

て平均応札者は13.3者、逆転の割合は47.2％、

発注事務所管内に本社がある企業が落札した割

合は91％、落札率は88.4％となっております。

今年度は、経済・雇用緊急対策の一つとして特

別簡易型において、より地域の企業が受注を図

られるよう、地域貢献度の評価ウエートが高い

災害型の評価シートの積極的な活用に取り組ん

でいるところであります。特別簡易型における

管内企業の落札率は88.5％であり、昨年の実

績85.4％より3.1ポイントほど高くなっている状

況でございます。

次に、４ページでございます。ここでは地域

企業育成型の導入の状況について御説明いたし

ます。地域企業育成型は、小規模工事を念頭に

技術力や地域貢献度の高い地元の企業が受注し

やすい環境を整備することにより、地域企業と

しての建設産業の育成を図ることを目的に、昨

年１月から試行を開始したものであります。地

域企業育成型の特徴は、評価項目を極力簡素化

したこと、及び入札時に落札候補者が自動的に

決定されることであります。このため、価格以

外の評価項目に関するデータは、入札参加を希

望する企業が事前に資料を提出し、発注機関に

おいてシステムに登録することとしておりま

す。この登録の状況をまとめたものが（１）の

表であります。地域企業育成型の適用工事は、

予定価格250万円以上3,000万円未満の土木一式

工事及び建築一式工事であり、土木一式工事で

は企業の格付がＢ、Ｃ、Ｄクラス、建築一式工

事ではＣ、Ｄクラスの企業が対象となります。

なお、建築一式工事につきましては、昨年８月
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の要領改正の中で適用を追加したものでありま

して、まだ試行件数が少ないため、登録業者も

少ない状況になっております。

（２）の表に開札の結果を取りまとめており

ます。地域企業育成型は昨年１月から試行を開

始いたしました。昨年度は98件の試行を行った

ところです。今年度は４月から導入しているわ

けですが、試行件数は171件であり、逆転の割合

は42.1％、発注事務所管内における本店がある

企業が落札した割合は93.6％、落札率は87.9％

となっており、ほかの型式と比べますと、管内

企業の落札率が高くなっております。

（３）の表に工事成績点を示しております。

対象は、平成20年度に地域企業育成型の総合評

価落札方式で発注した98件の工事で、昨年12月

までにすべて完成しており、工事成績点の平均

点は78.8点でありました。地域企業育成型で

は、技術力に関する評価項目としては過去５年

間の企業の工事成績の平均点のみ設定しており

ますが、昨年度発注した同じ価格帯の総合評価

落札方式以外、価格勝負の一般競争入札のこと

ですが、これによる工事の成績点と比較いたし

ますと、0.8点、わずかでございますが、上回っ

ている結果となっております。

５ページをお開きください。受注状況の評価

項目の導入についてであります。まず、評価項

目の内容について改めて御説明いたします。受

注状況の評価項目につきましては、総合評価落

札方式の試行を拡大する中で、企業の過度な受

注を防止し、工事の品質確保のための適切な施

工体制の確保を図るために、昨年８月から導入

したものであります。評価の方法であります

が、各企業の過去３カ年の平均の受注金額を基

準に当該年度の受注金額を評価するもので、具

体的には受注係数Ｋを算定し、その数値により

評価いたします。受注係数Ｋの算定式をお示し

しておりますが、分母となる平均受注額につき

ましては、各企業の平均受注額と同じ格付の企

業の平均受注額のいずれか大きい値を採用する

こととしております。近年、受注額が少ない企

業に配慮したところであります。このＫ値が１

以下、つまり平年並みの受注額以下であれば品

質確保に必要な施工体制は十分に確保される、

そのように判断し、配点は０点で、評価点には

影響ありません。Ｋ値が１を超え２以下であれ

ばマイナス10点、Ｋ値が２を超えればマイナ

ス20点、このようにして評価点がマイナスされ

る評価基準としております。

（１）の表をごらんください。昨年12月末時

点でのＫ値の状況であります。受注状況の評価

項目は、港湾工事以外の土木一式工事と港湾工

事、舗装工事及びとび・土工・コンクリート工

事の４種類の工事において適用しております。

Ｋ値はそれぞれの工事の種類ごとに算定してお

ります。年度の後半に入り、Ｋ値が１を超える

企業数がふえてきたところであります。

（２）の表は、受注状況の評価項目に着目し

た入札の状況であります。①は、Ｋ値が１を超

える企業が参加した総合評価落札方式による入

札件数で、昨年12月までに45件ございました。

②は、そのうちＫ値が１を超える企業が落札し

た入札、つまり評価点がマイナスされたにもか

かわらず落札者となった入札件数で、３件ござ

いました。③は、45件の入札のうち、受注係数

により落札者が変更となった入札、つまり評価

値がマイナスされたために落札者とならなかっ

た入札件数で、10件ございました。年度末に向

けまして、Ｋ値が１を超える企業が参加する入

札がさらにふえるものと予想されることから、

評価基準の設定等につきましては、結果の検証
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を行うこととしております。

技術企画課につきましては以上でございま

す。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○星原委員 建設業の最近の状況についてとい

うことで報告いただいたんですが、12月は少し

ふえてきているようですが、ずっと過去の年度

からいけば倒産件数が落ちついてきたという見

方をされているんでしょうか。どうなんです

か。

○成合管理課長 倒産件数が、全産業、それか

ら建設業含めて昨年の特に後半から減少傾向に

ございます。民間調査機関、このデータの提供

者でございますけれども、そこの意見として

は、現在の状況は、建設業だけじゃないんです

が、一昨年の11月から政府のほうがセーフティ

ネット保証貸し付けという特別枠をつくってお

ります。それと金融機関のほうが返済条件の緩

和ということでリスケジュールというのを取り

組んでおりまして、そういった面で倒産企業が

若干減少しているのではないかというお話もご

ざいます。建設業については、西日本保証の保

証承諾、月別にばらつきがあるんですが、昨年

の夏以降、国の経済対策等の補正等もございま

して、若干、公共事業の請負額が国、県、市町

村ともに増加しているというような状況がござ

います。ただ、先ほど申し上げましたように、

今後の見通しとしましては、建設業は引き続き

厳しい経営環境にあるというふうに思っており

まして、今後、企業間競争の厳しさも増してく

るのではないかというような意見もございま

す。

○星原委員 そういう中で、落札率が84％ぐら

いから88％ぐらいということで、少しは高く

なったという部分、あるいは今言われた景気対

策の部分が多少、功を奏しているのかなという

ふうに思うんですけれども、しかし、地元での

実態は、かなりぎりぎりのところで会社経営を

されている。そういう中で民間の仕事でもあれ

ばいいんですが、今の景気状況では民間もなか

なか厳しい状況でありますから、そう仕事もな

い中で、何とかやりくりしながら息継ぎしてい

る状況のように、私なんか地元の人と話をする

と、どうしてもその点があるんです。22年がど

ういう形に流れていくのかなと、かなり厳しい

状況になっていくんじゃないかなというふうに

思っていまして、その辺のことを考えたとき

に、今後どのような形で手を打っていくのかな

というふうに思うんです。特に、政権がかわっ

て「コンクリートから人へ」ということで公共

事業費もかなり落ちていく中でありますから、

そういう流れの中で制度の改革の部分、業者が

息継ぎできるためにはどうしたらいいのか、落

札率が少しでも上がったほうがいい、あるいは

その状況をどういうふうな―入札も一般競争

になっているわけですけれども、入札の流れも

どういうふうにしていったらいいのか、今後こ

の状況を守っていくにはいろんなことが出てく

るんじゃないかなというふうに思っていまし

て、その辺の検討もされていると思うんです

が、こういう状況の中で今後どういうふうな形

で、今、説明は少しあったんですけれども、そ

の辺についてもうちょっと考えがあれば教えて

いただくとありがたいんですが。

○成合管理課長 委員の御指摘のとおり、今

後、建設産業を取り巻く状況でございますけれ

ども、今、資料等で御説明したとおりでござい

まして、特に国の公共事業予算が昨年末、政府

決定されまして、大幅な削減方向にあると。本
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県がどうなるかというのはまだ言えないところ

でございますけれども、そういう公共事業の削

減の中で、非常に厳しい課題、問題が出てくる

というのは当然予想されることでございます。

特に経済・雇用対策ということで、建設業は雇

用に結びつく産業でございますので、昨年の３

月には、公共事業における経済・雇用緊急対策

として最低制限価格の引き上げとか、先ほど御

説明した地域企業育成型、総合評価方式の見直

し、あるいはいろんな取り組みをしてきたわけ

でございます。これがことしの３月までという

ふうになっておりますので、それとあわせて、

商工建設常任委員会のほうからも申し入れを受

けておりまして、そういった入札制度のあり方

等についても、県土整備部としましては、現

在、落札率の推移あるいは他県の状況、最低制

限価格のあり方など、いろんな角度から調査研

究、検討しているところでございまして、何ら

かの取り組みが必要ではないかというふうには

考えているところでございます。

○星原委員 国からの予算をもらいながらの中

でありまして、そういう中で厳しい状況はわか

るんですが、皆さん方が御苦労いただいている

のもわかるんですが、我々地元においては、地

域の商工会の人たち、商店街の人たちからも、

シャッターが閉まっていますが、これ以上こう

なったら地域の商店街を守っていくこともでき

ない、ある程度公共事業費があって、地域の中

で物を買ってくれたりいろんなことが起こって

いかないと、建設業もそうなんですが、商工業

者の皆さん方も維持できない。特に、今まで宮

崎県は、どちらかというと公共事業と第１次産

業の農林漁業、こういう第１次産業の人たちも

非常に厳しい状況でありまして、両方で厳しい

状況でありますから、商店街の維持も厳しい状

況に入っていますので、少しでも利益が出る分

には利益が出て、そういう中で物を買いかえた

りとか、あるいは残業手当を出したりとか、何

か少しでも、働いている人あるいは地域の商工

業者にいい結果が出るような形のところまであ

る部分は配慮してというか、考えた形の制度的

なものもやっていかないと、これからまた１年

後の今ぐらいの時期になったときは、またかな

り厳しい状況が起きているんじゃないかなと、

そういう想定をするものですから、いろんな知

恵を絞っていただいて、制度なり、やり方、方

法も検討いただかなくちゃいけないのかなとい

うふうに思っていますので、ぜひそういうよう

な状況で取り組みをお願いしたいと思います。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。

ほかにございませんか。

○坂口委員 最後のページにあったＫ値関係、

前回もお尋ねしたかと思うんですけれども、

（２）でＫ値が１を超した人が３件、契約に

至っているというのがちょっと救いで、３対10

をどういうぐあいにとらえるかというのが一

つ、判断のしどころがあるなと思うんです。確

かに品質確保のために、現場の配置予定者な

り、そこが持っている蓄積した技術なり、ある

いは装備なりというものが過去の範囲を超さな

い範囲でそこに集中的に投資できるという担保

はできるんですけれども、一方では新たに人を

投資していったり、装備をさらに充実したりし

て企業の拡大なり発展を望もうとするところへ

の足かせになるという心配と、競争性を導入し

ながら、またそれを抑制するブレーキをそこで

かけるということの、その割合がなかなか難し

いと思うんです。前回も言ったと思うんですけ

れども、今後、その両立できるような総合評価
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のあり方、２億以上すべてこれで持っていくの

かなというものの検討が必要になってきている

ような気がするんです。あくまでも将来、パイ

が少なくなっていく中で、いかなる方法を講じ

てもワーキングシェア的考え方は限界を超して

しまうということで、競争はやむない、そのと

きは意欲的に体力を増強しながら、徹底して自

分のところの競争力を高めていこうという者へ

の道もあけていかんといかんなというので、こ

の３対10をどうとらえるかですけれども、これ

は答弁のしようがないと思うものですから、長

期的な視点に立ったＫ値の考え方が必要だとい

うことを頭に置いといていただきたいというの

と、Ｋ値の数字を何日の時点でとらえるか、い

つまでに契約に至ったものでとらえるかでまた

次の大きく、運のいい悪いが出てくると思うん

です。そこらは難しいと思うので、これは要望

として、検討課題としてぜひ考えておいていた

だきたいと思います。

４ページあたりも絡むんですけれども、地域

企業育成型なり災害型のシートなりによって落

札したので、0.8ポイントぐらい点数が上がった

ということなんですけれども、いずれにせよ、

この評価型というのは、企業の技術点を参考に

契約に至ると思うんです。そこで、今後の工事

検査に対しての考え方なんですけれども、評価

シートなりあるいはその都度の総合評価なり

で、企業なり担当者の現場配置予定者のある点

数が出てくる。それが80点だったりするとき

に、従来の工事検査というのは、あくまでも合

格点をとれば、それ以上の介入ができないと思

うんです。60点だか65点はいけるなというよう

なものは。完成検査、中間検査、あるいは段階

的な検査があるのかもわからないですけれど

も、それぞれ総括なり担当なり専門員なりの持

ち点の中で、持ち点を回数に応じて平均をとっ

ていって足して最後の点数でしょうから、それ

なりの判断の中で、とりわけ破砕の指示なんか

となったときは、これは65点、70点いくなと

いったとき、そこはなかなか介入が難しいと思

うんですけれども、あくまで逆転もありきで契

約に至っている、そのときの80なり75という点

数をそこで確保してもらうという納税者に対し

ての責任が、総合評価の契約方式というのは、

どうも出てきてそうな気がするんです。だか

ら、そこで積極的な関与をしていきながら、あ

なたが落札できたのは、少なくとも技術点が80

点を評価されて、この現場では80点が期待され

ていますよということを念頭に置いた確認で

あったり検査であったりして、その都度、この

ままではおまえのところは70点しかいかない可

能性が高いよとかいう、それぐらいの介入は今

後必要になってくるんじゃないかなと。それと

頻度を高めて、業者がやはり自分のところの責

任のためと、次への受注の優位性のために、ど

うしてもこの現場では80点以上とるんだという

もとで、今度は積極的に段階確認なりの要請、

あるいは中間検査と間にもう一回検査をやって

ほしいというような要請に対して、発注者側は

総合評価をやる限りは、逆転契約ということを

考えたときに、その要請される検査に対しても

出向いていく責任みたいなものが出てきている

んじゃないかなと思うんです。逆転して評価し

たものをそこでしっかり施工させるという責任

が大きく出てきているような気がするんです。

そうなったときに、今、現場を見ていると、出

先の担当の人たちが現場に出ていく機会がなか

なか窮屈になってきているんです。

僕は、何度も言うんですけれども、受注が

減った割には作業量がすごくふえてきているの
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と、新たな責任とか、あるいは義務といっても

いいかもわからないんですけれども、高く契約

させた分だけ県民に対してそのサービスを完全

に提供するんだという新たな義務も出てきてい

ると思うんですけれども、再任用の人たちの活

用というものを何度も言っているんですけれど

も、ぜひここは考えていただいて、発注者側の

責任をしっかり果たしていって、契約の前提と

なった企業、契約企業に予定している点数のも

のを品質として確保していく責任があるんだと

いうことを念頭に置いて、一つは今、設計、現

場を経験してこられた職員の人たちが団塊世代

で最後の世代と思うんですけれども、この技術

力を確実に移転していただきたいということ

と、さらにその現場に対しても、持っているノ

ウハウを退職後新たな形でぜひとも責任として

傾注していただきたいと思うんですけれども、

そういった必要性は部長は感じておられません

か。僕は、総合評価によるこの点数による逆転

ありきの契約というのは、発注者としてその現

場でその点数を確保させるという大きい責任が

生じてきているように思うんですけれども、ど

うですか。あるいは冨髙課長でもいいんですけ

れども、検査のあり方を今後検討していく必要

があるような気がするんです。

○岡田技術企画課長 私のほうですべての答え

はできないかもしれませんが、まず総合評価に

おいては、委員御指摘のとおり、今の基準でい

きますと、成績がパラメーターになっておりま

して、この評価点のよい悪いで落札者が決定し

ている、これは事実であります。ただ、それが

今のところ、よい方向に働いておりまして、総

合評価で落札するためには、よい成果をおさめ

なきゃいけないというインセンティブが働いて

おります。評定の結果を見ますと、同じ価格

帯、2,000万から8,000万ぐらいの土木一式工事

で比較いたしますと、総合評価を行ったものと

そうでないものについて、約3.4ポイントほど高

い成績が出ております。これは受注者が一生懸

命やった結果だと思います。ただ、私どもも、

現場担当もその辺の重みというところをひしひ

しと感じて、プレッシャーを感じて、日々技術

を研さんしなきゃいけないという思いは持って

いるところでございます。そういう意味で、現

場での職員の技術力を高める、あるいはサポー

トするという意味でも、再任用職員の活用は重

要だと思っておるし、また本県では財団法人の

推進機構を持っているわけですが、そこの活用

もしっかりやっていかなきゃいけない。総合評

価を拡充するのであれば、なおさらそのあたり

をしっかり押さえていく必要があると考えてお

ります。

それから、総合評価のＫ値、要望ということ

でございましたが、Ｋ値を導入する際に、委員

御指摘のとおり、これから伸びていく企業を抑

制する方向に働くのではないかという声もござ

いました。ただ、公共事業が縮小していく中で

ワークシェア的な考え方というのも、業界と意

見交換をする中では、大方がそちらのほうに軸

足を置いたような発言でございました。大方が

導入に対しては賛同していただいた。ただ、将

来的なことを思うと、これでよいのかという思

いもあるわけです。と申しますのは、今、総合

評価は規模の大きい工事、つまりトンネル、橋

梁、土木一式工事、重要構造物が含まれるもの

については原則、総合評価で行っております。

ということは、この総合評価の中ではＫ値が必

ず作動してくるわけでございますが、このあた

りは試行結果を検証しながら、今後よりよい制

度に構築していく必要があろうかと考えており
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ます。

○坂口委員 両方とも難しい問題で、Ｋ値には

ここでは触れまい、要望に終わろうと思ったん

ですけれども、問題は、みんなで渡れば怖くな

いという心理が一つはあると思うんです。それ

と、知事の表現の仕方としては、業者数が多過

ぎるんだということを言っていますね。多過ぎ

るとすれば、どこかが排除されざるを得ない。

ピラミッド型で、本当に力のあるのは少ないと

思うんです。大方がみんなで渡りたいよとい

う、それはわかるんです。わかるけれども、最

後まで渡し切れるかとなると、そうでもないと

いうことと、やっぱり競争力が弱いんだという

ことを一つは言われていた。では、競争力をど

う高めて足腰を強くするかというと、さらに必

要な投資をさせていく、装備をさせていく、人

材を確保させる、人材の質を高めるというよう

なものにつぎ込める力を確保できるところには

確保させないと、将来が心配じゃないかなとい

うことを非常に危惧しているというのが一つあ

るんです。

その中で今、例えばどういうことが起こって

きているかというと、優秀な技術者の引き抜き

が始まり出した。それから、板場さんとか、昔

の用心棒じゃないけれども、強い者が渡りでス

カウトされていき始めたとか、本当に本県の将

来の公共事業のあり方、これはサービスを受け

る側、県民サイドから見ても、本来のいい姿の

レールを歩いているかなというと、ちょっと心

配があるんです。では、どうすればいいかとい

うと、さっき言ったように一長一短持っていて

難しいから、２億以上がそれになっていくんだ

という総合評価、ここらに弾力性を持たすこと

ができないか。競争力を持っていて、将来、意

欲の強いところは力だけで勝負できる部分もあ

る程度何割かはありますよと。Ｋ値だって、そ

れで枠を分けてしまうと、Ｋイコール１という

のが壊れてしまえば、もっとハードルが高く

なっても、それを0.8、0.7に落としてもいいと

思うんです。両方でその会社が持っている伸ば

せる部分を伸ばす、考え方を伸ばせるというよ

うなものと、あくまでもワークシェア的な考え

方で一人でも多くの人たちを守っていこうよと

いう両立というのは、今後、十分検討する必要

性があるんじゃないかなというので、これは課

長、答弁はいいですよ。最初から要望と言って

いるんですが、それが一つです。

それと、今言いましたように、今の時点で

は、とにかく78点が78.8に上がっていたりと

か、この資料にもあるんですけれども、総合評

価をやった場合は一般競争のものよりも点数が

いいというのは、これまでの資料はすべてそう

なってきているんです。でも、一つには、工事

は見えないということですね。そして、これか

ら何十年間も使わなければいけないもので今後

万が一が起こってはいけないということが、ま

だまだ検査点数からだけでは、今の検査体制と

あり方、点数からは見えてこないと思うんで

す。担保できないと思うんです。万が一それを

下がるようなことがあってはだめだということ

と、今後、背に腹はかえられないような状況、

星原委員からも指摘がありましたけれども、本

当に経営が厳しいです。だから、そこをしっか

り担保していって、そして総合評価でも本当に

いいところにはその点数で受注できますよとい

うものをしっかり守っていくというために、ど

うしても、今の現場の関与が限界を超していそ

うな気がするんです。現場になかなか出られな

いような状況があるのと、出ていっても、今の

若い職員の人たちがかわいそうなぐらい事務的
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な仕事に追われている現状が出先にあるという

ことで、人的な体制の整備というのは必要に

なってきているような気がするんです。これは

財源絡み、あるいは人事絡みだから、県土整備

部だけでは難しいかもわからんけれども、そこ

のところの必要性は、いろんなアンケート調査

なり出先の調査なりをかけられるなりして、ぜ

ひ実態を把握してほしいなというのと、再任用

についても、出先の事務所に配置されている人

たちもありますけれども、その方々が設計のお

手伝いとか、内部の実務に追われているという

ことです。現場に反映されていないのと、若い

技術者の育成の場でまだそこまで余力を持って

いないということで、まだまだ不十分な気がし

ますので、これも要望にとどめておきます。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いしたいと思います。

○太田委員 １つだけ技術企画課のほうに、資

料の３ページ、総合評価方式を導入して逆転を

したというのが例示されておりますけれども、

簡易型では77％程度、あと40％程度ですか、50

％程度の逆転があったということであります

が、説明の中では、地域貢献型とか災害型とか

いろいろ評価の仕方があろうかと思いますが、

こういった逆転が生じてきた、宮崎県における

特徴的なポイントとして、例えば障がい者雇用

とかいうのがあったかどうかわかりませんが、

ボランティア、消防団とか、採用していると

か、具体的な例でこういうのがあって逆転した

という特徴的なものが何か言えますか。こうい

うのが傾向としてありますとかいうことでもあ

れば……。

○岡田技術企画課長 逆転については、逆転の

割合は大変数字としては大きいけれども、逆転

の幅としては小さい。それはどういうことかと

いうと、最低制限価格直上での競争になってお

りまして、その結果、逆転しているわけです

が、逆転要素としては何が決め手になっている

かというと、地域要件、本店所在地がどこにあ

るか、総合評価では現場をどれぐらい精通して

いるか、現場を精通している企業のほうが円滑

工事に結びつくというところで評価しているわ

けですが、そういう意味で地域要件が強くなっ

た。そのことによって、管外から応札してくる

方と価格では負けているけれども、技術評価と

して逆転している、そういうのが多いようでご

ざいます。

○太田委員 わかりました。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 ないようですので、それでは、

以上をもって県土整備部を終了いたします。執

行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時11分休憩

午後０時13分再開

○宮原委員長 委員会を再開します。

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、何もないようですの

で、以上で委員会を終了いたします。

午後０時14分閉会




